
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 業務方法書 
 
 

第一章 総則 
（目的） 
第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。

以下「法」という。）第２２条第１項及び東京都が設立する地方独立行政法

人東京都立産業技術研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する規

則（平成１８年３月３１日東京都規則第７９号）第２条の規定に基づき、地

方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（以下「法人」という。）の

行う業務の基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的と

する。 
 
（業務運営の基本方針） 
第２条 法人は、法第２６条第１項の規定により、中期目標を達成するために

作成する中期計画に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものと

する。 

 
第二章 産業技術に係る試験、研究及び調査 

（試験に関する業務） 
第３条 法人は、依頼に応じて、産業技術に係る試験（以下「依頼試験」とい

う。）を実施することができる。 
２ 法人は依頼試験を実施するときは、適正な対価を徴収するものとする。 
 
（研究及び調査に関する業務） 
第４条 法人は、産業技術に係る研究及び調査（以下「研究等」という。）を実

施する。 
２ 法人は、政府等外部機関からの資金の提供を受けて研究等を実施すること

ができる。 
３ 法人は、他の者と共同して行う研究等（以下「共同研究」という。）を実施

することができる。 
４ 法人は、前項の共同研究を行おうとするときは、その相手方との間に契約

を締結するものとする。 
５ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。 
一 課題名及び内容 
二 実施期間 



三 業務及び経費の分担 
四 知的財産権の取扱い 
五 その他必要な事項 

 
（研究等の受託） 
第５条 法人は、研究等の実施を受託することができる。 
２ 法人は、前項の受託をしようとするときは、委託者との間に契約を締結す

るものとする。 
３ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。 
 一 課題名及び内容 
 二 実施期間 
 三 受託料 
 四 知的財産権の取扱い 
 五 その他必要な事項 
 

第三章 産業技術に係る普及、相談及び支援 
（普及、相談及び支援に関する業務） 
第６条 法人は、産業技術に係る普及、相談及び支援（以下「普及及び相談等」

という。）を実施する。 
２ 法人は、次の方法により、産業技術に係る普及を実施する。 
 一 発表会及び講習会等を開催すること。 
 二 報告書等を作成し、これを頒布すること。 
 三 学会等で発表すること。 
 四 電子情報として発信すること。 
 五 取得した知的財産権を公開し、それを実施させること。 
 六 その他、事例に応じて適当と認められる方法 
３ 法人は、普及及び相談等を実施するときは、法人が委嘱した専門知識を有

する外部専門家を活用することができる。 
４ 法人は、普及及び相談等の業務を実施するときは、適正な対価を徴収する

ことができる。 
 

第四章 試験機器等の設備及び施設の提供 
（試験機器等の設備及び施設の提供に関する業務） 
第７条 法人は、依頼に応じて試験機器等の設備及び施設を貸し付けることが

できる。 
２ 法人は、試験機器等の設備及び施設を貸し付ける場合には、適正な対価を



徴収することができる。 
 

第五章 附帯業務 
第８条 法人は、安全管理、施設及び設備の維持管理等、第３条から第７条ま

でに定める業務に附帯する業務を実施する。 
 

第六章 業務の委託 
（業務委託の基準） 
第９条 法人は、その業務の効率的かつ効果的運営に資すると認めるときは、

業務の一部を委託することができる。 
 

（委託契約） 

第１０条 法人は、前条の規定により業務を委託しようとするときは、受託者

との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。 
２ 前項の契約においては、次の事項について定めるものとする。 
 一 委託業務名及び内容 
 二 実施期間 
 三 委託料 
四 その他必要な事項 

 
第七章 契約の方法 

（契約の方法） 
第１１条 法人が行う売買、賃貸、請負その他の契約は、一般競争入札、指名

競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。 

 
   第八章 雑則 
（その他の業務の方法） 
第１２条 法人の業務に関し必要な事項については、この業務方法書に定める

もののほか、理事長が別に定める。 

 
附則 

（施行期日） 

この業務方法書は、東京都知事の認可のあった日から施行する。 

 


